
事 務 連 絡 

令和元年７月５日 

 介護保険事業所開設者 様

 長野市長 加 藤 久 雄 

                          （保健福祉部高齢者活躍支援課）

令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書の提出について（通知）

日頃から、適切な介護サービスの提供に御尽力いただき、感謝申し上げます。

令和元年度に介護職員等特定処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、厚

生労働大臣が定める基準（平成 27 年３月 23 日付け厚生労働省告示第 95号第４号の２イ（２））

に定める介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、届け出る必要があります。 

つきましては、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」（平成 31年４月 12 日付け老発 0412 第８号）に基づき、下記により

計画書を提出してください。 

記

１ 提出書類 

（１）「介護職員等特定処遇改善加算対象事業者届出確認表」（別紙様式１）

（２）「介護職員等特定処遇改善計画書」（別紙様式２）

※対象となる介護サービス提供月：令和元年 10月～令和２年３月（６か月間） 

（３）「介護職員等特定処遇改善計画書」（長野市指定事業所一覧表）（添付書類１）

※対象となる長野市指定の事業所のみ記入すること。

（４）「介護職員等特定処遇改善計画書」（届出対象都道府県内一覧表）（添付書類２） 

   ※対象となる長野県内の指定権者（長野県、各市町村）の内訳を記入すること。 

（５）「介護職員等特定処遇改善計画書」（都道府県状況一覧表）（添付書類３）

（６）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２、３、19のいずれか）
（７）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１、1-2、1-3、1-4 のいずれか）

２ 提出部数    

１部

３ 提出期限 

  令和元年８月 30 日（金）

４ 提出先  

長野市役所 第２庁舎１階 保健福祉部高齢者活躍支援課に直接持参して下さい。

５ 留意事項 

・複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同

一の計画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の修正の

連絡があった場合は、修正をした上で全ての指定権者へ差し替えを送付してください。 

別紙１



   ・賃金改善に係る比較時点については、「初めて特定加算を取得する月又は初めて同加

算を取得した月の属する年度の前年度」となりますので、計画書の作成にあたりご

留意ください。 

  ・介護職員等特定処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更（下記①から④までのいず

れかに該当する場合に限る。）があった場合には、介護職員等特定処遇改善加算変更届

（別紙様式７）を提出してください。 

① 会社法に基づく吸収合併、新設合併等による介護職員等特定処遇改善計画書の作成単

位の変更

② 当該届出に関係する事業所等の増減（新規指定、廃止等の事由による。）

③ 就業規則の改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）

④ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分

に変更が生じる場合や喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を

満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき

ない状況が常態化し、３か月以上継続した場合 

６ 特別な事情に係る届出書について

   事業の継続を図るために、職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下

げた上で賃金改善を行う場合、「特別な事情に係る届出書」（別紙様式４）を提出してく

ださい。

７ 各種通知・様式について 

  次の長野市公式ホームページ上に、提出書類様式等を掲載しています。 

○長野市ホームページ掲載ＵＲＬ 

「トップページ」→「組織でさがす」→「保健福祉部高齢者活躍支援課」→「介護保険

事業者の皆様へ」→「処遇改善加算について」 

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kourei/65967.html

長野市保健福祉部高齢者活躍支援課

介護施設担当

℡026-224-5094 Fax026-224-5126 
E-mail:kourei@city.nagano.lg.jp 
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